
令和３年度 第１回嘉麻市地域公共交通会議（議事要録） 

 

１ 日 時 令和３年７月１６日（金）午前１０時～ 

 

２ 場 所 嘉麻市役所５階 ５Ａ会議室 

 

３ 出席者 

所 属 氏 名 出 欠 

ＮＰＯ法人 タウン・コンパス 理事長 井上  信昭   会長 出 

西鉄バス筑豊株式会社 取締役運行部長 浜田  和仁  副会長 出 

嘉麻市 副市長（代理：総務課長） 安陪  博士   委員 出 

福岡県筑豊地区タクシー協会 嘉飯山部会長 野上  英敏   委員 出 

一般社団法人福岡県バス協会 専務理事 中川原  達也  委員 出 

国土交通省九州運輸局福岡運輸支局 支局長 久保田  靖彦  委員 

代理出席

（安永首席運

輸企画専門官） 

福岡県交通運輸産業労働組合協議会 

西鉄グループバス労働組合書記長 
加賀  利広   委員 欠 

福岡県飯塚県土整備事務所 地域整備企画監 戸丸  明    委員 出 

福岡県嘉麻警察署交通課 課長 新飼 智晴    委員 出 

嘉麻市碓井地区行政区長会  

飯田行政区長 
長谷川  修一  委員 出 

嘉麻市山田地区行政区長会 会長 

及び神幸行政区長 
村上  曙生   委員 出 

嘉麻市嘉穂地区行政区長会 会長 

及び西馬見行政区長 
赤地  淳一   委員 出 

嘉麻市稲築地区行政区長会 会長 

及び才田日吉行政区長 
平井  由子   委員 出 

公募委員 平尾  節子   委員 出 

公募委員 池田  幸子   委員 出 

嘉麻市観光まちづくり協会 副会長 永光  祐子   委員 出 

嘉麻市教育委員会 教育委員 辻田  喜美   委員 欠 

 

オブザーバー 

国土交通省九州運輸局福岡運輸支局 

運輸企画専門官 
秋月 雄介 出 

福岡県・企画地域振興部交通政策課 

交通総務係 係長 
河野 健之 出 

福岡県・企画地域振興部交通政策課 

交通総務係 主任主事 
南嶋 遼太郎 出 

 

 

 

 

 



 

（事務局） 

地域活性推進課 

地域活性推進課参事 柴田 英樹   出 

地域活性推進課長補佐 松岡 守之 出 

地域活性推進係 村上 一馬   出 

地域活性推進係 竹原 優 出 

地域活性推進係 村尾 幸雄 出 

地域活性推進係  小林 琴子 出 

 

≪委嘱書交付≫ 

・国土交通省九州運輸局福岡運輸支局長 久保田 靖彦 

・福岡県嘉麻警察署交通課長 新飼 智晴 

・碓井地区行政区長会 長谷川 修一 

・嘉穂地区行政区長会 赤地 淳一 

 

  

１ 会長あいさつ 

・会長あいさつ 

 

 

２ 報 告 

（１）公共交通に関する報告事項について・・・・・資料１ 

≪主な質疑及び意見等≫ 

・（会長）５. 嘉麻市地域公共交通網形成計画の、計画期間を１年間延長するか

は議事事項になると思われるため、協議事項として取り扱ってよいか？  

⇒その他報告に対する意見はなく、上記について一同了承。 

 

３ 議 事 

・計画期間を１年間延長することの協議 

⇒一同了承。 

 

（１）嘉麻市バスの運行計画の変更について・・・・資料２ 

≪主な質疑及び意見等≫ 

・（会長）桂川駅南口乗り入れ開始の時期は令和３年１０月１日というのはわか 

るが、他２つのバス停の新設時期はいつか。 

⇒(事務局）令和３年１０月１日から実施予定にしている。 

・（委員）鴨生第二のバス停は既存の下鴨生駅のバス停が移設するということか。 

⇒(事務局）移設ではなく新設となる。 

・（委員）新設を予定している鴨生第二バス停の付近には西鉄バスの鴨生口第一 

や鴨生第二等のバス停があるが紛らわしくないか。 

⇒(事務局）西鉄バスが通っている道とは別のところになるため、利用者がバス 

停名で混乱することはないと思われる。 

・（オブザーバー）桂川駅南口乗り入れの件については、桂川駅や警察との協議 

は終わっているのか。 

⇒(事務局）協議済みである。 



その他意見はなく一同了承。 

 

（２）令和４年度地域内フィーダー系統確保維持計画認定申請について 

・・・資料３ 

・（委員）１ページ３行目の補助金額算定の数式は誤りでないか。 

⇒(事務局）誤りであるため修正する。 

・（会長）収支率の目標を２０％以上という高い数値にしているが、現時点で何％ 

か。 

⇒(事務局)今年度４～５月までの実績で約１７～１８％の収支率となっており、 

国庫補助金を含めると約２５％である。 

・（会長）コロナの流行により利用者数が頭打ちの状態が続いている中、頑張っ 

た実績ではないかと思う。 

 

・（会長）運輸局とのやり取りの中で修正がある可能性があるが、その場合に修 

正を事務局に一任することを加味した上で、承認してよろしいか。 

⇒その他意見はなく、一同了承。 

 

４ その他 

・（委員）フィーダーの意味とは。 

⇒(事務局・運輸支局）駅や西鉄バス等（幹線）に接続した市バス（枝線）のこ 

とである。 

・（委員）嘉穂総合高校周辺の乗降りの制限はなぜあるのか。 

⇒(事務局)西鉄バスと競合している区間で民間事業の圧迫になるため乗降りの  

制限を設けている。 

 

＜メ モ＞ 

 

 


